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※上記は、変更がある主な項目のみを記載しています。

※当施設の居住費は、多床室（室料差額を徴収しない場合）および介護老人保健施設の

従来型個室が該当します。多床室の負担限度額に今回の変更はありません。

※1当施設の個室料金は1日1,400円であるため、第3段階②の方については、令和8年8月からの

負担限度額が1,470円となりますが、実際のご負担額は当施設の設定料金である1,400円と

なります。

処遇改善（1.5％）

2. 令和8年8月からの変更内容

項目 サービス 変更前 変更後

変更後項目 サービス
短期入所療養介護

介護職員等処遇改善加算 通所リハビリ（予防） 加算Ⅰ（8.6％） 加算Ⅰロ（11.1％）
訪問リハビリ（予防）

変更前

加算Ⅰ（7.5％） 加算Ⅰロ（9.7％）

食費負担限度額　第3段階①

食費負担限度額　第3段階②

居住費負担限度額　従来型個室 第3段階②

入所

650円／日 680円／日

1,360円／日 1,420円／日

1,370円／日 1,400円／日

食費負担限度額　第3段階①

短期入所療養介護

1,000円／日 1,030円／日

食費負担限度額　第3段階② 1,300円／日 1,360円／日

1. 令和8年6月からの変更内容

居住費負担限度額　従来型個室 第3段階② 1,370円／日 1,400円／日

令 和 8 年 5 月 吉 日
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令和8年度介護報酬改定等に伴う利用料金変更のご案内

平素より、当施設の運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、令和8年度介護報酬改定等に伴い、令和8年6月から介護職員等処遇改善加算の

算定区分および加算率が変更となります。また、令和8年8月から、食費に係る基準費用額

これに伴い、当施設をご利用中の方につきましては、利用料金が変更となる場合がござい

　通所　：　馬場

居宅介護支援事業所　 

地域包括支援センター　　各位 

および負担限度額の一部が変更となります。

記

連 絡 先 ケ ア ホ ー ム ・ さ い せ い

ます。主な変更内容につきましては、下記をご確認くださいますようお願いいたします。

今後とも、円滑な連携にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


